
議案第３４号

都市公園を設置すべき区域の決定について

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第３３条第１項の規定に基づ

き、都市公園を設置すべき区域を別紙のように定める。

令和４年３月３日提出

小松島市長 中 山 俊 雄
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１ 都市公園を設置すべき区域

  小松島市小松島町字新港２９番地の１１ほか

２ 面積

  ３，３５６平方メートル

以上
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